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給料表 職員の例 職員数 平均年齢

行政職給料表 一般行政職員
人

4,836

歳

43.8

事務職給料表 小・中・高校等の事務職員 856 45.1

研究職給料表 研究員 285 40.2

医療職給料表(1) 医師、歯科医師 110 41.5

医療職給料表(2) 薬剤師、栄養士 286 40.2

医療職給料表(3) 保健師、看護師 524 36.9

技術職給料表(1) 学校栄養士 143 42.0

技術職給料表(2) 学校看護師 3 49.5

公安職給料表 警察官 3,323 39.2

教育職給料表(1) 高校、特別支援学校の教員 3,884 43.8

教育職給料表(2) 小・中学校の教員 10,280 44.2

計 24,530 43.1

平成 21 年４月１日現在の給与勧告対象職員は 24,530 人で、平均年齢は 43.1 歳である。このうち、民間給与との比較を行っている行政

職給料表及び事務職給料表適用職員（平成 21年４月１日付け新規学卒の採用者を除く。以下「行政職員」という。）は、5,621 人（平均年

齢 44.4 歳）で、全体の 22.9％を占めている。また、教育職給料表適用職員が 57.7％と全体の半数以上を占めている。（なお、この人数は、

再任用職員及び任期付職員を除いたものである。）

１－① 給与勧告の対象職員
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勧告の取扱い決定給与条例の改正

栃木県人事委員会では、公民給与の比較の基礎とするため、職員と民間の給与を調査しています。その結果に基づいて、公民の４月分

の給与（月例給）を精密に比較して得られた公民の給与較差を解消することを基本に勧告を行っています。

また、特別給についても、民間の特別給（ボーナス）の過去１年間の支給実績を精確に把握し、民間の年間支給割合に職員の特別給（期

末・勤勉手当）の年間支給月数を合わせることを基本に勧告を行っています。

１－② 給与勧告の手順

民間給与の調査（実地）

（企業規模 50人以上かつ事業所規模 50人以上）

（調査対象事業所 803 事業所から 170 事業所を無作為抽出）

職員給与の調査

（個人別給与）

（約 25,000 人（再任用職員等を除く）全員を対象）

給与改定や

雇用調整等

の状況

過去 1年間（前年 8 月か

ら当年７月まで）のボー

ナスの支給状況

公民の特別給の年間支給

月数の比較

４月分給与

対象 約 6,000 人

＊給与改定の有無に関わらず調査

４月分給与
（行政職員）

民間と職員（行政職員）の給与を比較（公民比較）

仕事の種類、役職段階、学歴、年齢等を同じくする者同士の給与を比較

（ラスパイレス方式）

情勢適応の原則（民間準拠）

給料表・手当の改定内容を決定
各任命権者、職員団体等

の要望・意見を聴取

人事院勧告、他の都道府県

の動向等を考慮

県知事県議会 条例案提出

事業所別調査 従業員別調査

人事委員会給与勧告
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（役職段階） （学歴） （年齢階層） （民間給与総額Ａ） （職員給与総額Ｂ）

２級（主事・技師）

３級（係長、主任）

４級（係長）

９級（部長）

５級（課長補佐）

６級（課長、課長

補佐）

７級（課長）

民間給与×職員数 職員給与×職員数

民間給与×職員数

民間給与×職員数

民間給与×職員数

職員給与×職員数

職員給与×職員数

職員給与×職員数

各役職段階ごとに「１級（主事・技師）」と同

様、学歴別、年齢階層別に民間給与及び職員

給与を算定

１－③ 民間給与との比較方法(ラスパイレス比較)

月例給の公民給与の比較（ラスパイレス比較）においては、個々の職員に民間の給与額を支給したとすれば、これに要する支給総額（Ａ）

が、現に支払っている支給総額（Ｂ）に比べてどの程度差があるかを算出しています。

具体的には、以下のとおり、役職段階、学歴、年齢階層別の職員の平均給与と、これと条件を同じくする民間の平均給与のそれぞれに

職員数を乗じた総額を算出し、両者の水準を比較しています。

民間給与総額
÷職員総数
＝392,246 円（a）

職員給与総額
÷職員総数
＝393,280 円（b）

本年の公民較差
▲1,034 円（▲0.26%）

算定方法 (a)-(b)

行政職員

(事務・技

術職員)

１級（主事・技師） 大 卒
22・23 歳

短大卒

高 卒

中 卒

20・21 歳

18・19 歳

16・17 歳

８級（部次長）

24・25 歳
26・27 歳
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１－④ 民間給与との較差に基づく給与改定

本年の民間給与との較差▲0.26%(▲1,034 円)を解消するため、以下のとおり、給料及び自宅に係る住居手当

の引下げ改定を行うこととしました。

民間給与

392,246 円

職員給与

393,280 円

給料 ▲731 円較差 ▲1,034 円
(▲0.26%)

はね返り分 ▲17 円

比 較

注）「はね返り分」とは、地域手当のよう

に、給料等の一定割合で手当額が定めら

れているため、給料等の改定に伴い手当

額が増減する分を言う。

改 定 ▲1,017 円(▲0.26%)

住居手当 ▲269 円
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① 行政職給料表

基本的に同率の引下げ(平均改定率▲0.2％)とするが、初任給を中心に若年層(１級～３級の一部)は引下げを行わない。

管理職層である７級以上は平均を 0.1％上回る引下げ

② その他の給料表

行政職給料表との均衡を基本に引下げ（医療職給料表(一)等を除く。）

○自宅に係る住居手当を 600 円引下げ(4,500 円→3,900 円)

○公務の年間支給月数を、民間の年間支給割合と見合うよう、0.35 月分引下げ(4.50 月→4.15 月)

○本年度分については、６月期の特別給を凍結した分(0.2 月分)を引下げ分の一部に充当することとし、これを差し引い

た残りの支給月数分を 12 月期の特別給から差し引く。

○この勧告を実施するための条例の公布日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から実施

○本年は引下げ改定のため遡及改定は行わない。しかし、４月時点で公務と民間の均衡が図られる必要があるので、年間

給与でみて公務と民間の均衡が図られるよう、４月から実施日の属する月の前月までの月例給及び６月期の特別給に係

る較差相当分の額を、12 月期の期末手当で減額調整

※ このほか、時間外労働の割増賃金率の引上げ等に関する労働基準法の改正を踏まえた超過勤務手当の改定(１か月 60 時間を超

える超過勤務に係る超過勤務手当の支給割合の引上げ(125/100 又は 135/100→150/100))：平成 22 年４月１日実施

１－⑤ 本年の給与改定

１ 給料表

２ 住居手当

３ 特別給

４ 実施日と年間給与の調整
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（単位：円）

役 職 年 齢 家 族 構 成
勧 告 前 勧 告 後 年 間

給与額
の 差月 額 年 間 給 与 月 額 年 間 給 与

主 事 25歳 独身 204,200 3,369,000 204,200 3,298,000 ▲71,000

主 任 35 歳 配偶者、子 1人 318,449 5,292,000 317,939 5,169,000 ▲123,000

係 長 45 歳 配偶者、子２人 409,931 6,897,000 409,216 6,730,000 ▲167,000

課長補佐 50 歳 配偶者、子２人 460,368 7,827,000 459,654 7,635,000 ▲192,000

課 長 55 歳 配偶者 557,874 9,126,000 556,649 8,916,000 ▲210,000

部 長 58 歳 配偶者 656,605 11,266,000 655,277 10,978,000 ▲288,000

行政職員平均（44.4 歳） 393,280 6,591,000 392,263 6,430,000 ▲161,000

（注）１ このモデル給与例は、給料の特別調整額の減額措置前のものである。

２ モデル給与例の月額及び年間給与は、給料月額、扶養手当、給料の特別調整額及び地域手当(2.1％)を基礎に算出

（課長：給料の特別調整額(79,700 円)、部長：給料の特別調整額(114,700 円)）

３ 勧告前の年間給与は、特別給について平成 21 年６月期の期末手当等の特例措置による一部凍結(0.2 月分)前の額で算出

１－⑥ 職員(行政職員)モデル給与例
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月例給 特別給（ボーナス） 行政職員の平均年間給与

改定率 年間支給月数 対前年比増減 増減額 率

平成１１年 ０．２５％ ４．９５月 ▲０．３０月 ▲１０．７万円 ▲１．６％

平成１２年 ０．１１％ ４．７５月 ▲０．２０月 ▲７．５万円 ▲１．１％

平成１３年 ０．０５％ ４．７０月 ▲０．０５月 ▲１．９万円 ▲０．３％

平成１４年 ▲１．９５％ ４．６５月 ▲０．０５月 ▲１５．９万円 ▲２．３％

平成１５年 ▲１．０６％ ４．４０月 ▲０．２５月 ▲１７．６万円 ▲２．６％

平成１６年 勧告なし(注) ４．４０月 － － －

平成１７年 ▲０．３５％ ４．４５月 ０．０５月 ▲０．３万円 ▲０．０４％

平成１８年 ０．４９％ ４．４５月 － ３．２万円 ０．５％

平成１９年 １．０１％ ４．５０月 ０．０５月 ８．７万円 １．３％

平成２０年 ０．３８％ ４．５０月 － ２．６万円 ０．４％

平成２１年 ▲０．２６％ ４．１５月 ▲０．３５月 ▲１６．１万円 ▲２．４％

（注）平成１６年の公民の給与較差は 0.01％。水準改定以外の勧告（寒冷地手当の引下げ改定等）あり。

１－⑦ 最近の給与勧告の実施状況(行政職員関係)

職員の給与は、平成 14 年、平成 15 年及び平成 17 年は月例給の引下げ、また、平成 11 年から平成 15 年までが５年連続で特別給の年

間支給月数の引下げとなっており、平成 17 年まで年間給与の減少が続いていました。平成 18 年及び昨年は月例給の引上げ、一昨年は月

例給と特別給の双方について引上げ改定を行いました。
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２－① 給与構造改革の概要

Ⅰ 給料表水準の引下げ（平成 17 年勧告）
� 民間賃金との均衡を考慮し、給料表水準を平均 4.8％、中高齢層においては７％程度の引下げとなる給料表構造の見直しを

実施

Ⅱ 職務・職責に応じた給与構造への転換（平成 17 年勧告）
� 中高齢層の給料水準の引下げ幅を７％程度にすることなどにより、給与カーブをフラット化

� 給料表の職務の級と役職段階との関係を再整理し、職務の級を統合、新設

� 枠外昇給制度の廃止

Ⅲ 勤務実績の給与への反映の推進（平成 17 年勧告）
� 従前の給料表の号給を４分割することにより、弾力的な昇給幅を確保した上で、勤務実績に基づく昇給に一本化

Ⅳ その他の改革
� 地域における民間賃金、物価等を考慮した地域手当の新設（平成 17 年勧告）

（支給割合の見直し（4.5％以内で人事委員会が定める割合 → 2.5％）：平成 20 年勧告）

� 給料の特別調整額（管理職手当）の定額化（平成 18 年勧告）
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平成１８年度

（平成１７年勧告）

平成１９年度

（平成１８年勧告）

平成２０年度

（平成１９年勧告）

平成２１年度

（平成２０年勧告）

平成２２年度

（平成２１年勧告）

公民較差に応じた支給割合の引上げ

２－② 給与構造改革（完成までの５年間の流れ）

給料表水準の

引下げ

（最大７％、平均

4.8％引下げ）

経過措置を設けて段階的に引下げ

給料の特別調整額

の定額化

勤務実績の給与へ

の反映の推進

２年間で完成

地域手当の

支給割合の見直し

（4.5%以内→2.5%）

地域手当の

新設


